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―要旨― 

 

 本研究は、世界農業遺産に認証されることが、地域資源の有効利用にどの程度有効であ

るかを分析することを目的とする。本研究の背景として、農業資源を重要な自然資本の一

部として重要視する国際制度の動向が見られることが挙げられる。また、本研究の意義と

して、山梨県の峡東地域（山梨市、笛吹市、甲州市）の果樹栽培地域が、日本農業遺産（世

界農業遺産）の認証を目指して、申請書を提出した直後に、このような分析をすることが

挙げられる。この分析のために、日本政府（農林水産省）と国際連合食糧農業機関(FAO)

による、遺産認証の評価基準を整理して、これを、果樹の農業遺産の先行事例である中国

の宣化地域に当てはめて、そこから得られる示唆を整理した。 

結果として、①家族単位での伝統的な農法を継承すること、②特徴あるブドウ棚により

伝統的農法を維持すること、③認証の「twinning」への思考が必要であること、といった 3

つの示唆が得られた。山梨県の峡東地域が認証を取得した後、果樹栽培を大規模に商業化

していくには注意が必要で、小規模農家単位における農業の継続が、重要であると考えら

れる。 
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1．はじめに 

 

1.1 目的 

 

 本研究の目的は、世界農業遺産に認証されることが、地域資源の有効利用にどの程度有

効であるかを分析することである。この分析を通じて、本研究は、世界農業遺産に認証さ

れた「後」の地域の自然資源の保全政策への示唆を得ることを目指している。 

 この目的を達成するために、世界農業遺産の認証制度、及び、地域の自然資源と関連が

深い国際制度の動向と、農業遺産の認証を受けた先行事例を中心に分析する。前者は、生

物多様性条約であり、後者は、「宣化の伝統的ぶどう栽培（Xuanhua Traditional Vineyards 

System、中国河北省張家口市）」である。これらを中心に分析するのは、世界農業遺産自体

が、狭義の農業にとどまるのではなく、広く自然資源に関する制度であり、自然資源全般

と強い関係にあるからである。また、このような先行事例を中心にするのは、現在、山梨

県が、県内の峡東地域（山梨市、笛吹市、甲州市）の果樹栽培の世界農業遺産の認証取得

を目指して、日本政府に対して、日本農業遺産への申請を提出した直後であるからである。 

遺産の認証の目的は、認証自体ではなく、認証を通じての認証された地域の自然資源の

保全とその有効利用である。遺産認証を通じて、果樹という自然資源を、将来に亘って有

効に活用して、地域の発展につながる政策策定の参考になるような示唆を得ることが、本

研究の意義となりうる。 

 

1.2 背景 

 

 本研究が意義を持つ背景として、以下の 3点が指摘されうる。 

 

1） 自然資本概念の興隆 

 

第 1の背景として、自然資本概念の興隆がある。この概念の興隆により、自然資源は、

単なる資源を超えて、狭義の資本である財政資本や人的資本と並んで、社会に不可欠な資

本であると認識されるようになった。自然資本は、生態系を構成する水、土壌、大気、植

物、動物などから成り立っている。 

この概念の興隆の過程で、Pearce et al(2000)が、これについて、以下のように先駆的に解

説している。 

  

It is the total stock of capital employed by the economic system, including natural capital, 

that determines the full range of economic opportunities, and thus well-being, available to 

both present and future generations. Society must decide how best to use its total capital 
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stock today to increase current economic activities and well- being, and how much it 

needs to save or even accumulate for tomorrow, and ultimately, for the well-being for 

future generation.(Pearce and Barbier, 2000, pp.20-21) 

 

その後、自然資本の概念は発達を見せ、現在は図 1.1のようにまとめられるようになった。

経済的な生産プロセスに投入される資本として、自然資本、人的資本、社会的資本、製造

資本が存在する。こうした資本が経済生産プロセスへインプットされ、製品やサービスが

生産されるとともに廃棄物も生み出される。それが、文化的な規範や政策による影響を受

けながら使用・消費され、最終的に人間の厚生につながっている。ここで自然環境は生態

系サービスの提供を通じて自然資本を供給する重要な役割を果たしている。 

 

図 1.1 「生産基盤と人間の厚生」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：鎗目雅(2015)より筆者作成。 

 

尚、国際的に環境問題が注目されるようになった一つの契機として、1972年にスウェー

デン・ストックホルムで開催された国連人間環境会議がある。この会議での議論を通じて、

人間環境宣言（Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment）、

いわゆるストックホルム宣言が採択され、これにより人間環境の保全と向上に向けた共通

の見解と原則が定められた。その後、1984年に環境と開発に関する世界委員会（いわゆる

ブルントラント委員会）が国連に設置され、8回の会合における議論に基づき 1987年に報
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議論を通じて、自然環境が経済発展に貢献することを通じて人間社会の繁栄を可能とする

必要不可欠な基盤となっていることがより明確に認識されるようになった。 

 

2） 生物多様性条約における農業分野の重視 

 

 第 2の背景として、生物多様性条約における農業分野の重視が挙げられる。 

 生物多様性条約とは、1992 年採択され、1993 年に発効した、国際環境条約である。（詳

細は後述）同条約の第 13回締約国会議（CBD COP13。2016年 12月、メキシコ合衆国、カ

ンクンにて開催）は、「カンクン宣言」を採択した。ここでは、自然資本とほぼ同義である

生物多様性の保全のために、農業経営において、生物多様性への影響を評価する必要が盛

り込まれた。同宣言においては、森林、海洋、観光とならび農業分野の重要性が強調され

たと言える。以下に、カンクン宣言における「農業、作物、家畜」分野における宣言の内

容を示す。尚、必要な行動として、(a)~(l)の 12点が示された。 

  

Ending hunger, achieving food security and improving human nutrition are global 

development objectives. A major challenge over the coming years will be increasing 

agricultural production to adequately feed the growing world population. Biodiversity is 

the basis of agriculture as it is at the origin of all crops and domesticated livestock and the 

variety among them. Essential functions, such as nutrient cycling, decomposition of 

organic matter, soil formation and rehabilitation, pest and disease regulation, and 

pollination that benefit crop and livestock production, are maintained by ecosystems 

which are critical to sustain food production, nutrition and, therefore, human well-being.  

出所: Secretariat of the Convention of Biological Diversity (2016b). 

 

3） 世界農業遺産における重点の変化 

 

 第 3 の背景として、FAO による世界農業遺産の認証基準に変化がうかがえることが挙げ

られる。 

 厳密には、FAOによる公式な「評価基準」は変更されていない。（2016年 12月時点）し

かし、その「Goal」が強調されるように変更がなされた（2016 年 12 月）。したがって、認

証の動向に変化が起きていると言える。この変化を予想し、日本政府が FAOの世界農業遺

産認証に必要であるとする評価基準を整備した。この整備は、FAO の世界農業遺産の長期

的な変化に対応するためであると推測される。世界農業遺産の申請をする地域は、まず、

日本政府（農林水産省）に、申請を行う。この中から、基準満たす地域が、まず、日本農

業遺産に認証される。この中から、世界的な評価基準を満たす地域が、日本枠で、世界農

業遺産に推薦されて、最終的に FAOの審査を受けて認証されるかどうかが決まる。 
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 したがって、この変化を認識して、認証について分析する必要がある。 

 

1.3 意義 

 

本研究は、主に以下の 2点で意義があると言える。 

 

1） 山梨県による世界農業遺産の申請 

 

山梨県は、2016年に、「峡東地域世界農業遺産推進協議会」を設置して、県内の峡東地域

（山梨市、笛吹市、甲州市）を、日本農業遺産（世界農業遺産）に申請した。申請書は、

2016年 9月に提出された。 

このようなタイミングで、自然資本、生物多様性条約、世界農業遺産に認証済みの先行

事例を分析することに意義があるのは、明白であると言える。 

 

2） 先行事例における認証の地域への効果の限界 

 

日本で世界農業遺産に初めて認証された石川県の能登半島についての先行研究が存在す

る。石川県能登半島は、2011年に日本国内で初めて世界農業遺産に登録された。能登半島

は里山、里海と呼ばれる独特な景観を形成し、そこで人の営みと生態系が密接に関連した

農業システムが培われている。生態系を保全しつつ持続的に農林水産業を営む潜在力を有

している点が特に評価され、世界農業遺産として認証された。 

同研究は、世界農業遺産に認定された能登半島を対象とし、認定の前後での地元産品で

の農業品の価格の動向について分析した。さらに、同研究は、認証を契機として、観光客

が増加するかどうか、また、地域内で生産される農産品の価格が上昇するのかどうかを検

証した(香坂、内山、藤平、2016、pp.1-24)。地域密着型の生活協同組合コープいしかわを調

査対象とし、地元の産品に特化している高付加価値の媒体「じもわーる」というカタログ

で取り扱っている品目の売り上げデータから、取り扱われている品目数、価格(税抜き)での

時系列での集計を行った。なお、ここでの品目数とは、当該カタログで取り扱われた回数

のことを示している。 

分析の結果、短期的で県内を中心とした宅配式の産品という限定的な分析ながら、農産

品の価格や品目数では、認定登録による「認定エリア内での農産品の価格上昇」「取扱品目

の増加」といった経済的な波及効果はほとんど見られなかった。 

 世界遺産の認証による影響を過大評価せずに、正しい政策を実施していくために、この

ような先行事例・研究を踏まえて、山梨県の峡東地域では国際認証を受けたのちに、観光

客の増加や地域産品への影響を整理することには意義があるといえる。 
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1.4 方法論 

  

前述の目的を達成するために、以下のような方法で研究を進めた。 

① FAO及び農林水産省による世界農業遺産の認証の評価基準の整理（文献サーベイ） 

② 関連する国際制度の整理（文献サーベイ） 

③ 「第 1回アジア生物文化多様性国際会議」に参加しての情報収集（フィールド・サーベ

イ） 

 まず、FAO及び農林水産省それぞれが設定した、世界農業遺産認証の評価基準を整理す

る。というのは、FAOの基準において、基準自体は変化していないが、その目的が変化し

たためと、それに呼応して、日本政府が、世界農業遺産に申請した際に認証されるような

評価基準を設定したからである。 

 次に、生物多様性条約において、資源利用とそのからの利益配分にかかわる部分を整理

する。というのは、これらの評価基準の中で、遺産地域内での、公平な利益配分が、重要

な位置を占めるからである。 

 最後に、同会議では、認証制度にかかわった担当者が一堂にかいして、現状を報告した。

これに参加して、最新情報を得るのは、示唆を得る上で有益だからである。 

 

1.5 論文の構成 

 

 第 2章では、世界農業遺産認証の概要及び評価基準、また、遺産認証にあたり留意すべ

き関連制度について、説明する。第 3章では、既に世界農業遺産の認証を受けた地域の先

行事例を、遺産認証評価基準に照らして、それを満たすかどうかを分析する。第 4章では、

遺産認証の最新の動向について解説する。第 5章では、結論として、分析結果を整理する。 
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2．農業遺産と関連国際制度 

 

2.1 国際連合食糧農業機関（FAO）による世界農業遺産認証制度 

 

1) 世界農業遺産(Globally Important Agriculture System; GIAHS)の制度の概要 

 

世界農業遺産は、国連食糧農業機関(FAO)によって運営され、現在まで、世界では 15 ヵ

国 36地域、日本では 8つの地域が認定されている。日本において認定を受けた地域は、新

潟県佐渡市、石川県能登地域、静岡県掛川周辺地域、熊本県阿蘇地域、大分県国東半島宇

佐地域、岐阜県長良川上中流域、和歌山県みなべ・田辺地域、そして宮崎県高千穂郷・椎

葉山地域である。 

その目的は、以下の表 2.1のように要約される。 

  

表 2.1 世界農業遺産の目的 

 

出所: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016b)より筆者作成。 

 

2) 遺産認証の評価基準 

 

 遺産として認証されるためには、以下に示された評価基準を満たすことが求められ、そ

れを満たすことを説明した申請書を提出して審査を受けなければならない。以下に、FAO

自体の評価基準と日本の農水省が、「世界レベルではこれが必要」と考える評価基準を示す。



10 
 

なお、FAO に世界農業遺産認定申請を行うには、所管官庁の承認が必要とされており、日

本の場合農林水産省がそれにあたる。 

 

➀ FAOによる基準 

 

 FAOが定めた、「世界農業遺産の評価基準」について、以下の表に示す。 

 

表 2.2 FAOが定める「世界農業遺産の評価基準」 

 

出所：Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016a)より筆者作成。  
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② 日本の農林水産省による基準 

 

日本の農林水産省が定めた、「世界農業遺産への認定申請承認及び日本農業遺産の認定に

おける基準及び評価の視点」について、以下の表に示す。 

 

表 2.3 日本の農林水産省による「世界農業遺産の評価基準」 

 

出所：農林水産省（2016）より筆者作成。 
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 ここで、2つの基準の特徴と相違は、以下のようにまとめられる。 

まず、FAO の基準になく、日本の農水省にある基準についてであるが、その第 1 は、食

料及び生計の保障について、FAO による基準では、その対象が農業システムにとどまって

いる一方、日本の農水省による基準では、農業、林業、水産業間の連携、さらに家族農業、

小規模農家というように対象が広がっている点である。 

その第 2 は、農林水産省による基準では、農業遺産が直面する脅威とそれに対する解決

策（アクションプラン）を具体的に開示することを求めている点である。これは、FAO に

よる基準にはない。その他の基準において、d: 脅威と課題、e: 実践的な考慮、f: GIAHS

認定地域の保全・活用という項目が加わっている。 

その第 3 は、農林水産省による基準では、遺伝資源へのアクセスと利益配分を適切に行

うための慣行及び社会組織の設置を要求している点である。FAO による基準では、上記の

項目は確認することができなかった。必須条件 3.3: 資源へのアクセスや利益配分を適切に

行う慣行、知識や技術を継承するための社会組織・機関が存在しているか、という項目が

加わっている。 

一方、焦点が変わった基準は、必須条件 3: 知識システム及び適応技術である。FAOによ

る基準では優れた伝統的知識の有無が評価基準の主な焦点となっているが、日本の農水省

による基準では、伝統的知識があることにより、農業システムや地域コミュニティに対し

て具体的なメリットがあるかどうか、というのが焦点となっている。 

 

2.2 生物多様性条約 

 

農業遺産は、前述の評価基準にも明確にあったように、生物多様性と密接な関係にある。

また、背景で述べられたように、生物多様性条約からみて、農業は重点分野となっている。

ここでは、生物多様性条約の要点と世界農業遺産に見られる「利益配分」「伝統的」といっ

たキーワードとの関連を整理する。 

 

1) 生物多様性条約の主な内容 

 

■概要 

生物多様性条約（Convention on Biological Diversity: CBD）は、気候変動枠組み条約が

採択された 1992年に、同様にリオ地球サミットにて採択され、1993年に発効した。CBD

は、①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用

から生ずる利益の公正かつ衡平な配分（Access and benefit-sharing: ABS）の 3つの目的を

持つ。 

①の生物多様性の保全とは、生物をその生活慣習と共に保全するということ、②の生物

多様性の構成要素の持続可能な利用とは、ありとあらゆる生物資源を持続可能であるよう、
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永続的に使えるようにするということである。そして、③の遺伝資源の利用から生ずる利

益の公正かつ衡平な配分とは、資源にアクセスしたい際は「事前の情報に基づく同意（Prior 

Informed Consent: PIC）」を得、得た遺伝資源を用いて研究開発に成功した場合、「相互に

合意する条件（Mutually Agreed Terms: MAT）」にて利益を配分するということであり、

利益には金銭的、非金銭的（研究開発の成果の共有、能力開発など）なものがある。なお、

事前の情報に基づく同意とは、個人または団体が、ある国の遺伝資源を入手しようとする

場合に、当該国の国内制度に基づき、当該国の権限ある当局から与えられる許可のことで

あり、当該政府が別段の決定をする場合を除き、PICのない遺伝資源へのアクセスは不正と

なる。また、相互に合意する条件とは、遺伝資源の利用者と提供者の間で締結される、遺

伝資源へのアクセス、利益及び利益配分の条件に関する合意、つまり契約のことである。

加えて、その条件は公正かつ衡平でなければならないというもので、これを ABS(Access and 

Benefit-sharing)と呼んでいる。 

 

■CBDが対象とする生物多様性 

ここにいう生物多様性とは、生態系、種、遺伝子の 3つのレベルで捉えられており、特

定地域の生物とそれが生息する自然環境全体を指している。また、遺伝資源とは、現実の

又は潜在的な価値を有する遺伝素材のことを意味する。そして、遺伝資源の利用とは、遺

伝資源の遺伝的、又は生化学的な構成に関する研究及び開発を行うことである。 

 

2) 生物多様性条約と ABSに関する名古屋議定書 

 

CBD の 3 つ目の目的である ABS に関して、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生

ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書（以下、名古屋議定書）」が、2010年

に採択され、2014年に発効した。 

名古屋議定書は、遺伝資源の利用から生じる利益を公正かつ公平に配分し、生物多様性

の保全と持続可能な利用に貢献することを目的とし、生物多様性条約で定められたルール

の適正な実施を確保する措置を規定している。遺伝資源へのアクセスに関して、資源提供

国の事前同意（PIC）が必要であり、ABSにかかる法律・規制要件の法的な確実性・透明性・

明確性を確保している。また、提供国の PIC、MATに慕っていることに対する「適切で効

果的かつ均衡のとれた」「立法上、政策上または行政上」の措置を規定した。ABSに関する

名古屋議定書の要点は、以下の表 2.4の通りである。 
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表 2.4 「ABSに関する名古屋議定書」の要点 

 

出所：炭田清造・渡辺順子(2011)より筆者作成。 

 

3) 生物多様性条約と伝統的知識 

 

CBDは、その第 8条(j)項にて、Traditional Knowledge and Indigenous Community（通

称、TK）へ、配慮すべきであることを規定している。世界農業遺産の認証対象が、「伝統的

な」農法である以上、TKは農業遺産と強い関係がある。 

伝統的知識とは、①狭義の伝統的知識、②文化的表現（フォークロア）に分類され、両

者は広義の伝統的知識としてまとめられる。 

①狭義の伝統的知識とは、先住民や地域社会が伝統的に保持・発展・伝承してきた様々

な知識のことである。その中には、科学・医学・薬学・農学・生態学などに関する知識で、

有用なものが多い。CBDの規制の対象は、この狭義の TKである。 

②文化的表現とは、フォークロアとも呼ばれ、例として口承文学、音楽、手工芸品や絵

画などが挙げられる。 

これらの伝統的知識（広義の伝統的知識）の特徴は、コミュニティ内で①共同で創作・

開発され、②知識が共有され、③長期にわたり伝承され、④口頭で伝承されることが多く、

⑤伝承の間に知識が変容する。また、⑥当該コミュニティが存在する土地や環境と調和的

なものであることが多く、⑦コミュニティの文化と密接に関連した利用のされ方をし、⑧

他のコミュニティにおいても類似の伝統的知識が並行的にみられることもある、という点

である。 

「名古屋議定書」の規定上、遺伝資源に関連する伝統的知識の利用から生じる利益は利
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益配分の対象となっているが、そのための措置は適宜、立法上、行政上、又は政策上のも

のとなっており（議定書第 5条 5項 公平かつ衡平な利益配分）、この規定内容上、具体的

にいかなる措置をとるかは利用者母国の国内管轄事項となるため必ずしも強制力は望めな

い。 

狭義の伝統的知識と広義のそれの関係を図 2.1に示した。 

 ここでの CBDの伝統的知識は、世界農業遺産の分析の上で重要である。というのは、前

述の評価基準の中に、伝統的という用語が頻出しているからである。また、そもそも FAO

の認証は、伝統的な農業を遺産として残すことが、そのゴールの 1つだからである。 

 

図 2.1 伝統的知識に関する概念図 

 

広義の伝統的知識 

 

        狭義の伝統的知識          文化的表現 

                 （伝統的文化表現） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所: 青柳由香・田上麻衣子(2011)より筆者作成。 

 

ここで、伝統的知識(TK)の具体的な例として、南アフリカに広がるカラハリ砂漠で育つ、

フーディア（Hoodia）に関する TKを紹介する。1カラハリ砂漠周辺の民族、サン族は、砂

漠を長期間狩猟するとき当該植物を持参し、これのおかげで、砂漠の強い日差しと極度の

感想に負けずに、飢えをしのいで狩りを続けられている、と彼らは信じている。 

1963年、アフリカの主要な研究機関の一つである南アフリカ科学産業研究評議会（South 

African Council for Scientific and Industrial Research; CSIR）が、地域社会の伝統医薬の調

査プロジェクトの一環として、フーディアの採取を始めた。この採取の段階で、CSIRとサ

ン族との間には何らかの取り決めもなされなかった。1983年〜1986年には、フーディア中

                                                 
1 ここでのフーディアの例に関する記述は、特に断りのない限り、田上(2011)による。 

遺伝資源と 

関連付けられる 

伝統的知識 

CBD・ABSの 

規制の対象 
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に食欲抑制成分『P57』について特許を出願、取得し、1997年には当該特許について英国の

ファイトファーム（PhytoPharm）社にライセンス供与した。さらに 1998年、ファイトフ

ァーム社が大手製薬会社の米ファイザー社に排他的ライセンスを設定して、新薬の開発・

製品化が進められた。 

こうした中、先住民の権利擁護団体である「南アフリカ・サン族評議会(South African San 

Council)」は CSIRを非難し、サン族が薬の販売による利益を得られるようにすべきである

と主張し始めた。 

2002年、CSIRとサン族の間で、P57に関する利益配分に関する覚書（MOU）が締結さ

れ、当該文書には、サン族がフーディアに関する伝統的知識の保有者であるとの記載が盛

り込まれ、サン族の文化と知識を保護することも合意された。また、2003年に利益配分に

かかる契約が締結され、CSIRがファイトファーム社から受け取るマイルストーン・ペイメ

ントの 8%、及び、新薬が商業化された場合に CSIRが受け取るロイヤリティーの 6%をサン

族（CSIRと南アフリカ・サン族評議会により設立されたサン族・フーディア利益配分信託）

に対して支払うことが合意された。 

本事例は、先住民と協議を行った結果、最終的に利益配分契約の締結にまで至った事例

であり、「誰に利益配分を行うべきか」という課題について、信託基金を設立することによ

り解決している。また、利益配分の形としては、ロイヤリティー及びマイルストーン・ペ

イメントの一部を支払うこととし、この他にもサン族に対し、奨学金の付与や将来にわた

る生物資源探索を約束する等、広範囲にわたる取り決めを行っている。（） 

 

2.3 世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization; WIPO）における伝

統的知識（特許申請時の注意点） 

 

 伝統的知識は、CBDにおいて、そして、世界農業遺産の認証評価基準において、重要な

位置づけにある。ただし、伝統的知識が「資源」として扱われる場合には、デリケートな

ものとなり、その扱いには慎重になる必要がある。以下に、世界知的所有権機関（World 

Intellectual Property Organization; WIPO）が定めた、伝統的知識を特許化するときの注意

事項を示す。 

尚、世界知的所有権機関（WIPO）とは、知的財産サービス、政策、情報、協力に関する

国際的な知的財産権（Intellectual Property）制度の発展を担当する国連の専門機関である。

知的財産権は（特許、工業デザイン、著作権を通じて）経済発展に必要な革新や創造性を

促進・普及しつつ、（商標と不正競争防止法を通じて）不確実性や混乱、詐欺への対策に取

り組み、市場秩序を確立するための手段を提供するものである。 

 伝統的知識を特許化するときの注意事項は、特許申請の段階に応じて 3つに分類される。

①伝統的知識の特許申請前、②伝統的知識の特許申請中、③伝統的知識の特許申請 

後、となる。以下の表 2.5はそれぞれの段階における注意事項についてまとめたものである。 
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表 2.5 伝統的知識の特許化にあたる注意事項 

  

出所：World Intellectual Property Organization(2012)より筆者による仮訳。 
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3．世界農業遺産の先行事例の分析 －「宣化の伝統的ぶどう栽培」 

 

 ここでは、世界農業遺産として、すでに認証されている中国の「宣化の伝統的ぶどう栽

培」について解説する。まず、概要を解説する。そして、前述の農水省が定める農業遺産

の認証の評価基準をこの事例にあてはめて、評価基準のどの項目を満たし、どの項目を満

たしていないかを整理する。 

 このようなことをするのは、世界農業遺産の認証の基準が変化しつつあることに対応し

て、そこから、今後、認証を受けようとする事例に対する示唆を得るためである。宣化の

事例は認証を受けたのだから、評価基準を満たしているであろう。一方、基準は変化しつ

つあるので、農水省が求める新しい基準をあてはめてみると、宣化には、何が十分で何が

たりなかったが見える。これを整理して、山梨県を特に念頭においた、今後認証を受ける

事例への示唆につなげる。 

 

3.1 宣化区の伝統的ぶどう栽培の要約 

 

当該地域は中国の宣化区に位置し（図 3.1 参照）、2013 年に世界農業遺産に登録された。

人口は 4680人で、主な生計獲得手段はブドウの栽培である。同地では、ブドウ栽培に 1300

年の歴史があり、funnnel-frames（図 3.2参照）と呼ばれる伝統的な技術を用いて、ブドウ

を栽培しており、この農法に極めて重要な歴史的価値と文化的含意がある。 

  

図 3.1 宣化区の地図 

出所:  https://www.google.co.jp/maps/place/より筆者作成。 

 

宣化区 
宣化区 
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図 3.2 funnel-framedの形態 

 

出所：People’s Government of Xuanhua District (2016) 

 

3.2 認証評価基準の適用による先行事例の特徴の分析 

 

 評価基準を宣化の事例にあてはめて分析した結果が以下の表 3.1に示されている。 
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表 3.1 認証評価基準の適応による先行事例の特徴の分析 

 

（次ページに続く） 
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出所: People’s Government of Xuanhua District (2016)、及び、農林水産省(2016)より筆者作成。 
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 宣化区の伝統的ブドウ栽培が、農水省による新しい評価基準をどれぐらい満たしている

かをまとめると以下のとおりである。 

 第 1は、非常に良く満たしている基準についてである。該当する基準は、以下の 6つで

ある。 

①必須条件 1.2: 伝統的・特徴的な農業・農法及びこれらから派生した関連産業は、地域

における主要な産業の一つとして、地域の経済・雇用に貢献しているか、であるが、宣化

区におけるブドウ栽培は、地域住民に対し経済的恩恵をもたらし、彼らの主な収入源とな

っている。1キログラム当たり 7元というブドウの取引価格を考慮した場合、平均 1,750キ

ログラムの収穫量があるので、最大 12,250元の収入を得ることができる。 

②必須条件 2.2: 農業システムと生態系機能（生態系サービス）との関連性が適切に図ら

れているか、であるが、宣化区のブドウ栽培のために使用されている funnel-frameは、土

壌及び水源保全、気候調整、生物多様性の保全に貢献している。例えば、土壌及び水源保

全についてであるが、funnel-frameを使用することにより、降水による土壌の表面に対す

る直接的な影響が弱まると同時に、栄養豊富な土壌の透過性と保湿性が高まる。これによ

り、土壌表面の浸食が緩和される。また、funnel-frameを用いたブドウ栽培地には、降水

を貯蓄するような機能(main place to store rainfall)がある。 

③必須条件 2.3: 農業・農法に多様性（農作物、規模等）があるか、であるが、宣化区で

は、ブドウ栽培にあたり funnel-frameという独特な農法を利用している。また、ブドウ栽

培地周辺において、多様な種類の野菜を育てている。 

④必須条件 3.1: 土地・水資源（森林資源、海面等を含む。）の活用に対して、地域の環

境に適応し、制約条件を克服するための優れた知識や技術があるか、であるが、宣化区で

は、すべての家族がmalan flowerを植えるが、その植物はブドウに対して必要な物質を供

給することができる。 

⑤その他の条件 d.1: 社会・経済的、環境的な脅威とその影響が適切に示されているか、

であるが、宣化区は現在、不動産開発及び建設などによる都市化問題、ブドウ産業の市場

がそれほどなく、経済的収入が保障されないこと、労働力の減少、ブドウが新鮮である期

間が短く、保存が難しいといった問題が率直に示されている。 

⑥その他の条件 f.1: 活用・保全計画（アクションプラン）の柱建ては適切で、かつ具体

的内容が明示されているか、であるが、上記に挙げられた脅威に対して、保全活動の基本

計画、農文化及び優れた景観保護計画、持続可能な観光と農作物の栽培活動などの計画が

明示されている。 

 第 2は、特に記述が見当たらず満たすかどうか不明の基準についてである。尚、該当す

る基準は 4つある。①必須条件 1.1: 伝統的・特徴的な農業・農法及びこれらから派生した

関連産業は、地域住民の重要な生計の手段となっており、小規模農家、家族農業も持続的

に維持されているか、②必須条件 1.3: 農業、林業、水産業の連携及びこれらに関連する多

様な産業間の連携が図られているか。③必須条件 4.3: 農文化や価値観を継承するための社
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会組織が存在し、地域住民を対象とした教育や社会行事が行われているか。④その他の条

件 a: 地域に特有の食文化や建築様式など、農業システムに関連した社会的・文化的な特徴

があるか。である。 
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4．遺産認証の最新動向 

 

 遺産認証の最新動向に関する情報を得るために、筆者は、「第 1回アジア生物文化多様性

国際会議」に参加した。以下に、会議と筆者が参加したセッションの要点を示す。 

 

1. 会議概要 

① 主催： UNESCO（国連教育科学文化機関）、生物多様性条約事務局、国連大学、

石川県、七尾市 

② 場所： 石川県七尾市和倉温泉 あえの風 

③ 日程： 2016年 10月 27日（木）～29日（土） 

④ 開催趣旨： 第 1回アジア生物文化多様性国際会議では、ヨーロッパ会合(2014年、

フィレンツェ）の成果を受けて、研究者に加えて政策担当者も参加し、生物多様性

と文化多様性の関係評価、保全、活用のあり方を地域レベルで考え、より具体的な

事例、政策を議論します。 日本をはじめとするアジア地域には、生態系からの恵

みを地域固有の文化で持続的に利用してきたコミュニティが数多く存在します。そ

れらを地域資源と捉え、保護・保全にとどまらない正しい評価と賢い利用を通じて

地域活性化を図ることで、持続可能な地域づくりにつながる「生物文化多様性アジ

アモデル」を模索していきます。（会議公式ウェブサイト

http://bcd2016.jp/conference/index.html） 

 

2． 第 3分科会 国際認証地域における地域づくりのための生物文化的アプローチ 

セッション G:  世界農業遺産を通じた地域づくり 

 筆者は、本分科会の本セッション Gを聴講した。以下に発表の一部の概要を示す。 

 

A 発表者： 遠藤 芳英、国連食糧農業機関（FAO）・世界農業遺産事務局（イタリア） 

タイトル： 世界農業遺産プログラムの 15 年の進展と今後の展望 

内容： 本発表では、世界農業遺産の認証と新基準に関する動向が説明された。FAOは、

2015年に、16カ国、37サイトを新たに世界農業遺産として認証した。アジア諸国が主要な

認証国であった。認証の評価基準が、2016年に更新予定である。新基準では、「Dynamic 

Conservation(動的保全)」及び、PES(Payment for Ecosystem Services)が重要視される予定

である。 

 

B 発表者： ミン チィンウェン、ジャオ ウェンジュン、中国科学院地理科学・資源研究

所（中国） 

タイトル： 中国における世界農業遺産を通じた生態文化産業の展開 
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内容： 本発表では、世界農業遺産を通じた、農作物生産、生物資源の有用性、文化創造

性、農業ツーリズムの機能拡大が、解説された。現在、農業遺産の多機能性に由来した、

エコ文化産業振興のしくみが確立されている。この仕組みは農業生産機能を確立させ、か

つ農作物加工、生物資源の有用性、及び農業ツーリズムの拡大といった範囲まで機能しう

るものである。 

 

C 発表者： ナポレオン・タグイリン、イフガオ州立大学（フィリピン） 

タイトル： 人材育成を通じた生物文化多様性の展開：フィリピンと日本の世界農業遺産

における里山マイスター研修プログラム間の連携を事例に 

内容： 本発表では、PHP-JPN Twinning Programmeを通じた人材育成による生物多様性

の保全に関する活動が、解説された。Twinningらは、世界農業遺産に登録されたフィリピ

ンの Ifugao地区は、生物文化多様性の減少と、若年人口の文化と伝統に関する興味関心の

薄れという問題に直面している。そのため、金沢大学と合同で訓練、研究プロジェクトへ

の参画、レクチャー、野外活動等を通じた人材育成を通じて、課題を解決する試みを行っ

ている。 

 

D 発表者： 林浩昭、国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会（日本） 

タイトル： 人間活動と自然との共生を示す地域史的な実例の探求：国東半島宇佐地域世

界農業遺産の動的保全に向けて 

内容： 本発表では、大分県国東半島での“しちとうい”という作物の生産活動が、当該半

島の白浜の保全における重要な役割を果たしていたことについて解説された。なお、当該

地域は 2013年に世界農業遺産に登録されている。“しちとうい”は、独特な三角形の茎を持

ち、5月に水田に植えられ、その 90日後に収穫される。収穫されたしちとういの茎は、垂

直に真っ二つに割き、乾燥させられる。乾燥後、それは畳の表面に使用されるのである。

当該半島の白浜をしちとういの“干場”として使用するため、同地域の農家は白浜の清掃を

分担して行い、それが結果として環境保全につながる。 

 

E 発表者： 八野田 正光、羽咋市（日本） 

タイトル： 世界農業遺産地域・羽咋市の農業の取組  

内容： 本発表では、世界農業遺産に登録された能登半島に位置する羽咋市の、農業成長

産業化に向けた取り組みが、解説された。行う方策は、生産、加工、流通、販売の経路を

好循環させ、6次産業化による雇用の創出、地域資源を活用した農産物のブランド化を促進

し生産者の所得向上を促進することである。実際に、移住支援、生産者の自立、農産物認

証シールなどの導入を行うことを計画している。 

  



26 
 

5．結論 － 遺産申請と認証取得後への示唆 

 

 宣化の伝統的ブドウ栽培の分析と第 1 回アジア生物文化多様性国際会議にて得られた情

報をもとに、これから世界農業遺産を申請する、あるいは認証されたのちに保全政策を実

施する主体にむけた示唆を、以下に本研究の結論として示す。 

第 1 に、先行事例である宣化区において、家族単位での栽培が継承されているため、そ

れが伝統的な農法の保全に繋がっていることである。例えば、各家庭はマラン（malan flower）

の花をブドウ農園に植えるが、その花はブドウに対して理想的な物質を供給することがで

き、ブドウの品質を高めることに役立つ。農業遺産の継続において、家族単位での農業の

維持が重要であるとわかる。いたずらに農業経営を大規模化せず、家族単位の資源管理の

継承が、資源の有効活用に有益であるという示唆が得られる。 

第 2 に、特徴あるブドウ棚（funnel-framed）により伝統的農法が維持されていることで

ある。これにより、ブドウ棚周辺の植物が自生して、水源と土壌の保全に貢献している。

これが、必須条件 2: 生物多様性及び生態系機能、必須条件 3: 知識システム及び適応技術

の基準を満たすことに繋がっている。「認証」を、資源の有効活用に生かすには、環境保全

と相互作用がある栽培方法の維持が最優先であるという示唆が得られる。 

第 3 に、認証の「twinning」への志向の必要性が挙げられる。この点は、宣化区の事例

の分析からではなく、国際会議への参加から得られた示唆である。現在、世界農業遺産の

価値が下がりつつあり、農業遺産認証だけでは必ずしも一般に評価されない。換言すると、

遺産地域の産品が、市場でかならずしも、差別化されるわけではない。このような動向の

中で、1地域で、2つ以上の認証を取得する動きがある。山梨県の峡東地域の一部が、ユネ

スコエコパークの申請地域と重なっている。今後は、このような 2つの認証の取得（twinning）

を目指すことが、資源の有効活用につながる可能性がある。 

以上より、環境保全と相互作用のある伝統的な農法などの伝統的知識を、小規模農家単

位で継承していくことが、資源の有効活用につながるという示唆が得られた。山梨県の峡

東地域が認証を取得した後、果樹栽培を大規模に商業化していくには注意が必要で、小規

模農家単位における農業の継続が、重要であると考えられる。 
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